
未来ちゃん未来ちゃん 情情 局局報報

問 

総
務
課 

庶
務
係 

☎
６
５
・
１
１
０
０

情
報
伝
達
訓
練
を
実
施

防
災
行
政
無
線
を
使
用

情
報
伝
達
訓
練

お知らせ
　

地
震
・
津
波
や
武
力
攻
撃
な
ど
の
発
生
時
に
備
え
、

情
報
伝
達
訓
練
を
行
い
ま
す
。
防
災
行
政
無
線
か
ら
テ

ス
ト
放
送
が
流
れ
ま
す
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

【
日
時
】 

Ｊ
ア
ラ
ー
ト
情
報
伝
達
試
験
放
送

　
　
　

  

8
月
28
日
㈬　

11
時
ご
ろ  　
　

【
放
送
内
容
】
①
上
り
4
音
チ
ャ
イ
ム

　

②
「
こ
れ
は
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
の
テ
ス
ト
で
す
」
×
3
回

　

③
「
こ
ち
ら
は
、
桂
川
町
で
す
」

　

④ 

下
り
4
音
チ
ャ
イ
ム

問 
住
民
課 

住
民
年
金
係 

☎
６
５
・
３
３
０
１

令
和
６
年
10
月
分
か
ら

児
童
手
当
が
拡
充
さ
れ
ま
す

詳
細
は
Ｈ
Ｐ
に
掲
載
し
て
い
ま
す

お知らせ【
受
付
期
間
】
８
月
30
日
～
令
和
7
年
３
月
31
日

【
主
な
変
更
内
容
】 

　

〇
支
給
対
象
期
間
が
高
校
生
年
代
（
18
歳
に
達
す
る

　
　

日
以
後
最
初
の
3
月
31
日
ま
で
拡
大
）

　

〇
所
得
制
限
の
撤
廃

　

〇
第
三
子
以
降
の
支
給
額
の
増
加

　

〇
第
三
子
以
降
の
子
ど
も
の
カ
ウ
ン
ト
方
法
の
変
更

　
　
（
子
ど
も
が
大
学
生
年
代
【
22
歳
に
達
す
る
日
以
降

　
　

  

最
初
の
３
月
31

　
　

日
ま
で
】に
拡
大
）

【
日
時
】9
月
1
日
㈰　

　
　
　

 

受
付 

8
時
40
分
～　

開
会
式 

9
時
30
分
～

【
場
所
】桂
川
町
総
合
体
育
館

【
種
目
】混
成
シ
ニ
ア
（
50
歳
以
上
の
男
女
）

　
　
　

混
成
ヤ
ン
グ
（
18
歳
以
上
の
男
女 
学
生
除
く
）

　
　
　

 

※
年
齢
は
令
和
7
年
4
月
1
日
現
在

【
申
込
】8
月
18
日
㈰
ま
で
に
総
合
体
育
館 

体
育
協
会　

　

 

事
務
局
に
電
話
ま
た
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
申
込
。

【
抽
選
会
】

　

8
月
25
日
㈰ 

19
時
30
分　

体
育
館
2
階 

研
修
室

【
参
加
費
】1
チ
ー
ム 

１
０
０
０
円

　
　
　
　
（
抽
選
会
の
時
に
申
し
受
け
）

　

10
月
13
日
㈰
に
開
催
さ
れ
る
「
と
き
め
き
ウ
ォ
ー
ク

in
け
い
せ
ん
」
の
、
お
手
伝
い
し
て
い
た
だ
け
る
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
ス
タ
ッ
フ
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

【
募
集
資
格
】
中
学
生
以
上

【
募
集
人
員
】
20
名
程
度

【
申
込
】
９
月
27
日
㈮
ま
で
に
、
総
合
体
育
館
ま
で
申
込

く
だ
さ
い
（
事
前
打
ち
合
わ
せ
あ
り
）。

「
と
き
め
き
ウ
ォ
ー
ク
in
け
い
せ
ん
」

 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ス
タ
ッ
フ
募
集

ス
タ
ッ
フ
募
集
の
お
知
ら
せ

お知らせ　
　
　
　

問 

総
合
体
育
館 

☎
６
５
・
５
１
４
５

桂
川
町
分
館
対
抗

ソ
フ
ト
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
大
会

参
加
チ
ー
ム
を
募
集
し
ま
す

お知らせ　
　
　
　

問 
総
合
体
育
館 

☎
６
５
・
５
１
４
５

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

６
５
・
５
５
７
８

FAX

桂川町役場にて、業務時間に加え、下記表のとおりマイナンバーカードの時間外申請および受取の手続き
を行います。ぜひご利用ください。なお、お越しの際は、免許証などの本人確認書類をご持参ください。

受付日 受付時間

8 月
（木曜日）8 日、15 日、22 日、29 日 20 時 00 分まで

（土曜日）24 日 11 時 30 分まで

9 月
（木曜日）5 日、12 日、19 日、26 日 20 時 00 分まで

（土曜日）28 日 11 時 30 分まで

マイナンバーカードの時間外申請・受取についてマイナンバーカードの時間外申請・受取について 問 住民課 住民年金係 
　☎６５・３３０１　

▲その他詳細は来
月の広報および
町 HP をご覧く
ださい。

7 頁7 頁 令和 6 年 . 広報けいせん 8 月 令和 6 年 . 広報けいせん 8 月 


